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航空自衛隊の教育訓練に関する訓令（昭和４１年航空自衛隊訓令第３号）第８２条の

規定に基づき、航空自衛隊の練成訓練に関する達を次のように定める。 

自衛隊の練成訓練に関する達（登録報告）（登録外報告） 

航空自衛隊の練成訓練の実施に関する達（昭和５６年航空自衛隊達第１号）の全部を

改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条－第３条） 

第２章 個人訓練（第４条－第８条） 

第３章 部隊訓練（第９条－第１２条） 

第４章 計画及び報告（第１３条・第１４条） 

第５章 評価等（第１５条－第１７条） 

第６章 雑則（第１８条） 

附則 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この達は、航空自衛隊における練成訓練に関して必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1）防衛大臣直轄部隊等 防衛大臣直轄部隊及び機関（幹部候補生学校、術科学校及

び補給処を除く。）をいう。 

(2）部隊等 編合部隊、編制部隊及び機関をいう。 

(3）編制単位部隊等 編制単位部隊又は機関の部、課等をいう。 

(4）飛行隊等 飛行隊、救難（教育）隊、高射隊、指揮所運用隊、防空管制隊、宇宙

作戦指揮所運用隊及び宇宙作戦隊をいう。 

(5）操縦者等 操縦者、航空士、兵器管制官、高射管制官、高射指令官、航空管制官

及び宇宙作戦官で、かつ、この達で規定する運用態勢に指定された者をいう。 



(6）操縦者 航空従事者技能証明及び計器飛行証明に関する訓令（昭和３０年防衛庁

訓令第２１号。以下「訓令第２１号」という。）第３条第２項に規定する航空従事

者技能証明を有する者をいう。 

(7）航空士 訓令第２１号第３条第３項に規定する航空従事者技能証明を有する者の

うち、航法幹部の主特技を有する者をいう。 

(8）兵器管制官 兵器管制の主特技を有する者をいう。 

(9）高射管制官 高射運用の主特技を有する者又はその配置にある者のうち、指揮所

運用隊又は高射教導隊第１教導隊に所属する者をいう。 

(10）高射指令官 高射運用の主特技を有する者又はその配置にある者のうち、高射隊

又は高射教導隊第２教導隊に所属する者をいう。 

(11）航空管制官 航空管制の主特技を有する者をいう。 

(12）宇宙作戦官 宇宙の主特技を有する者をいう。 

（部隊等の長の職責） 

第３条 次の各号に掲げる部隊等の長の練成訓練に関する職責は、航空自衛隊の教育訓練

に関する訓令（昭和４１年航空自衛隊訓令第３号。以下「隊訓」という。）第７条に

規定するところによるほか、当該各号に定めるところによる。 

(1）防衛大臣直轄部隊等の長 航空幕僚長の指示に基づき、隷下又は管理下の部隊等

の行う練成訓練に関し、年度の方針その他の事項を示し、当該部隊等を練成する。 

(2）部隊等の長 防衛大臣直轄部隊等以外の部隊等の長は、その隷属する上級の部隊

の長又は管理する機関の長の指示に基づき、それぞれ当該部隊等の練成訓練に関す

る年度の方針その他の事項を示し、当該部隊等を練成する。 

(3）基地司令の職にある部隊等の長 基地司令（分屯基地司令を含む。以下同じ。）

の職にある部隊等の長は、基地総合訓練について、航空幕僚長又は隷属する上級の

部隊の長若しくは管理する機関の長の指示に基づき、年度の方針その他の事項を示

し、当該基地所在部隊等を練成する。 

第２章 個人訓練 

（個人訓練の区分） 

第４条 個人訓練は、防衛基礎訓練、体育訓練及び特技訓練に区分する。 

２ 防衛基礎訓練は、それぞれの地位に応じて隊員として必要な基礎的事項を練成する訓

練とする。 

３ 体育訓練は、自衛官として必要な体力及び気力を練成する訓練とする。 

４ 特技訓練は、特技職に応じて隊員として職務遂行上必要な事項を練成する訓練とする。 

（個人訓練の実施） 

第５条 個人訓練は、隊員それぞれがいかなる状況下においても任務を遂行するに必要な

資質並びに知識及び技能を充実向上させるため、基本教育及び部隊訓練との連携を図

りつつ、部隊等の特性及び個人の練度等に応じ、反復かつ段階的に実施する。 

（個人訓練実施基準） 

第６条 隊訓第６６条の規定に基づく実施基準は、別冊第１個人訓練実施基準のとおりと

する。 

（個人訓練の方法） 



第７条 個人訓練は、隊務の間における各級指揮官及び職務上の上級者による不断の訓練

及び指導を基本として実施する。 

２ 個人訓練は、原則として編制単位部隊等（編制単位部隊を有しない部隊にあっては編

制部隊）ごとに実施するものとする。ただし、部隊等の長は、必要に応じ講習、他部

隊等への委託及び他部隊等との合同の訓練により実施することができる。 

（操縦者等の特技訓練） 

第８条 操縦者等の特技訓練は、部隊訓練に含めて管理するものとする。 

２ 操縦者等の特技訓練実施基準は、別冊第１個人訓練実施基準及び別冊第２操縦者等の

運用態勢等によるほか、航空総隊司令官、航空支援集団司令官及び宇宙作戦群司令

（以下「総隊司令官等」という。）が定めるものとする。 

第３章部隊訓練 

（部隊訓練の区分） 

第９条 部隊訓練は、総合訓練、機能別訓練、協同（共同）訓練及び部隊別訓練に区分す

る。 

２ 総合訓練は、部隊等を総合して行う訓練とし、次の各号のとおり区分する。 

(1）部隊総合訓練航空自衛隊又は航空総隊、航空方面隊及びこれらを支援する部隊等

の全部又は一部をもって行う訓練とする。 

(2）基地総合訓練基地（分屯基地を含む。以下同じ。）所在の部隊等を総合し、その

全部又は一部をもって行う訓練とする。 

３ 機能別訓練は、防衛大臣直轄部隊等、航空方面隊における特定の機能について、部隊

等が連携して行う訓練とする。 

４ 協同（共同）訓練は、陸上自衛隊、海上自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊等と相互に協

同（共同）して行う訓練とする。 

５ 部隊別訓練は、編制部隊及び機関がその全部又は一部をもって行う訓練のうち、総合

訓練、機能別訓練及び協同（共同）訓練以外の訓練とする。 

（部隊訓練の実施） 

第10条 部隊訓練は、その区分に応じ、関連する部隊等が相互に協力して、組織として

の訓練を反復錬磨し、その総合能力を大に発揮しうることを主眼として実施する。 

（部隊訓練実施基準） 

第11条 隊訓第６９条の規定に基づく実施基準は、別冊第３部隊訓練実施基準のとおり

とし、実施に関する細部については、防衛大臣直轄部隊等の長が定める。 

（部隊訓練の方法） 

第12条 部隊訓練は、実動、模擬若しくは図上又はこれらを複合した方法により実施す

る。 

２ 部隊訓練を演習により実施する場合は、航空自衛隊の演習の実施に関する達（昭和

43年航空自衛隊達第３０号）の定めるところによる。 

第４章 計画及び報告 

（計画） 

第13条 練成訓練は、航空自衛隊年度練成訓練計画に基づき実施する。 

２ 練成訓練に関する計画は、次の各号に定めるところによる。 



(1）航空幕僚長の示す計画 

航空幕僚長は、航空自衛隊中期練成訓練指針及び航空自衛隊年度練成訓練計画を

示す。 

ア 航空自衛隊中期練成訓練指針は、政府が決定する中期的な防衛力整備計画と整

合させ、同計画の策定時期に併せて作成する。この指針は、航空自衛隊の練成訓

練の実施に関する方針及びその他基本的事項を示す。 

イ 航空自衛隊年度練成訓練計画は、航空自衛隊中期練成訓練指針に基づき、防衛、

警備等計画に示す行動時において要求される事項を基礎とし、関連諸業務と整合

させ、練成訓練の方針、指導要領、練成目標、重視事項、主要演習訓練等実施計

画、操縦者等の特技訓練実施計画、評価等に関する計画を示す。 

(2）部隊等の長が作成する計画 

ア 防衛大臣直轄部隊等の長は、航空幕僚長が示す計画及びこの達に定める各種の

訓練実施基準に基づき、当該部隊等の年度練成訓練計画を作成する。 

イ 防衛大臣直轄部隊等以外の部隊等の長は、その隷属する上級の部隊長又は管理

する機関の長が示す計画及びこの達に定める各種の訓練実施基準に基づき、当該

部隊等の年度練成訓練計画を作成する。 

ウ 基地司令の職にある部隊等の長は、航空幕僚長又はその隷属する上級の部隊の

長若しくは管理する機関の長が示す年度練成訓練計画及びこの達に定める部隊訓

練実施基準に基づき、当該基地の年度基地総合訓練計画を作成する。 

この場合、当該計画は、当該部隊等の年度練成訓練計画に含めることができる。 

（報告） 

第14条 練成訓練に関する計画及び実施結果の報告は、別表に定めるところによる。ま

た、基地警備及び災害派遣に関し、航空方面隊司令官に指揮監督を受ける基地司令の

職にある部隊等の長は、練成訓練に関する計画及び実施結果について必要な事項を、

航空方面隊司令官に報告するものとする。 

第５章 評価等 

（評価） 

第15条 部隊等の長は、練成訓練に関する評価を、第１１条に規定する部隊訓練の実施

に際して行うほか、検閲、点検、競技、調査又は試験等の方法により実施することが

できる。 

（検閲） 

第16条 練成訓練に関する検閲の実施については、航空自衛隊の教育訓練の検閲に関す

る達（昭和４２年航空自衛隊達第２４号）の定めるところによる。 

（技能検定） 

第17条 総隊司令官等は、所属する操縦者等に対し技能検定を実施するものとする。 

２ 技能検定の実施基準は、別冊第４操縦者の技能検定実施基準のとおりとする。 

第６章 雑則 

（委任規定） 

第18条 この達の実施に関し必要な事項は、防衛大臣直轄部隊等の長が定めるものとす

る。 



附則 

この達は、平成４年４月１日から施行する。 

附則（平成６年４月５日航空自衛隊達第１８号） 

この達は、平成６年５月２日から施行する。 

附則（平成９年１月１７日航空自衛隊達第１号） 

この達は、平成９年１月２０日から施行する。 

附則（平成１２年４月２８日航空自衛隊達第２８号） 

この達は、平成１２年５月２０日から施行する。 

附則（平成１８年３月２４日航空自衛隊達第１２号） 

この達は、平成１８年３月２７日から施行する。 

附則（平成１９年１月５日航空自衛隊達第１号抄） 

この達は、平成１９年１月９日から施行する。 

附則（平成２１年７月２９日航空自衛隊達第２６号） 

この達は、平成２１年８月１日から施行する。 

附則（平成２６年７月３１日航空自衛隊達第７０号） 

この達は、平成２６年８月１日から施行する。 

附則（平成２８年３月１７日航空自衛隊達第２９号） 

この達は、平成２８年４月１日から施行する。 

附則（平成２９年６月２３日航空自衛隊達第２７号） 

この達は、平成２９年７月１日から施行する。 

附則（令和４年３月１７日航空自衛隊達第１３号） 

この達は、平成４年３月１７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第１４条関係） 

 

「 練 成 訓 練 に 関 す る 報 告 」 

報告件名 
報告

種別 
報告責任者 

報告先 

(気付) 
部数 報告期限 

報告統制 

章号 
報告様式 備     考 

年 度 練 成

訓 練 計 画

報告 

年報 防衛大臣直轄

部隊等の長 

航空幕僚長

(運用支援

課長) 

１ 当該年度の

４月末日 

09-T66 

(Ｃ－３) 

付紙様式第１ 航空総隊司令官は、当該報告

に航空方面隊司令官が作成し

た年度練成訓練計画を添付す

るものとする。 

年 度 練 成

訓 練 実 施

報告 

翌年度の 

５月末日 

09-T67 

（Ｃ－３） 

付紙様式第２ 記載内容及び添付書類につい

ては、付紙様式第２属紙に定

めるところによる。 

主 要 訓 練

実 施 計 画

報告 

そ の

都度 

防衛大臣直轄

部隊等の長 

航空幕僚長

(運用支援

課長) 

１ 訓練開始の

５日前まで 

登録外報告 適宜 １ 主要訓練とは、防衛大臣

直轄部隊等の長が、複数の部

隊等を総合して計画実施する

主要な部隊訓練(演習等)をい

う。 

２ 航空幕僚長が計画する主

要な訓練については、その都

度示す。 

主 要 訓 練

実施報告 

防衛大臣直轄

部隊等の長 

航空幕僚長

（運用支援

課長） 

訓練終了後

１か月以内 

 注：各報告の保存期間は、５年とする。 

 

 

 

 



付紙様式第１ 

発簡番号  

発簡年月日 

航空幕僚長      殿 

（運用支援課長気付） 

 

発簡者        印 

 

年 度 練 成 訓 練 計 画 報 告 

（０９－Ｔ６６（Ｃ－３）） 

 

１ 方針 

２ 指導要領 

３ 練成目標及び重視事項 

４ 主要訓練、演習等実施計画 

５ 操縦者等特技訓練実施計画 

６ 評価に関する計画 

７ その他 

 

添付書類： 

配布区分：航空幕僚長（教育） 

分類番号：               作成年度： 

保存期間：               枚  数： 

保存期間満了期間：           開示判断： 

 

注：１ この様式は、基準を示したものである。 

  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長又は横長に使用する。 



付紙様式第２ 

発簡番号  

発簡年月日 

航空幕僚長      殿 

（運用支援課長気付） 

 

発簡者        印 

 

年 度 練 成 訓 練 計 画 報 告 

（０９－Ｔ６7（Ｃ－３）） 

 

１ 全般成果の概要 

２ 個人訓練 

３ 部隊訓練 

４ 評価に関する事項 

５ その他 

 

添付書類： 

配布区分：航空幕僚長（教育） 

分類番号：               作成年度： 

保存期間：               枚  数： 

保存期間満了期間：           開示判断： 

 

注：１ この様式は、基準を示したものである。 

２ 記載内容及び添付書類については、属紙による。 

  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長又は横長に使用する。 

 



属紙 

年度練成訓練実施報告の記述内容等 

１ 全般の成果の概要 

年度練成訓練の総括として、当該部隊等の重視事項に対する成果及び練度向上を

要する事項の概要を記述する。 

２ 個人訓練（操縦者等の特技訓練を除く。） 

航空幕僚長が計画する訓練及び防衛大臣直轄部隊等の長が計画した訓練に関し、

次の項目について記述する。 

（１）訓練の名称 

（２）場所 

（３）期間 

（４）実施人員 

（５）成果の概要 

３ 部隊訓練 

（１）総合、機能別、協同（共同）の各訓練 

部隊別訓練を除く各訓練について、訓練区分に従って、次の項目について記述

する。 

ア 訓練の名称 

イ 場所 

ウ 期間 

エ 演練項目 

オ 成果の概要 

なお、主要訓練実施報告により、既に報告を実施した訓練については除くもの

とする。 

（２）操縦者等の特技訓練 

操縦者等の特技訓練について、編制単位部隊ごとに次の事項について記述する。 

ア 年度の運用態勢指定状況 

イ 四半期ごとの技量レベル保有状況 

ウ 訓練計画及び実施状況に関する所見 

４ 評価に関する事項 

検閲等により評価を実施した場合に記述する。 

５ その他 

部隊等において改善した事項、将来改善を要する事項、その他参考となる事項を

記述する。 



平成４年航空自衛隊達第１１号別冊第１（第６条、第８条関連） 

個 人 訓 練 実 施 基 準 

目次 

第１ 防衛基礎訓練実施基準 

第２ 体育訓練実施基準 

第３ 特技訓練実施基準 

付録 空曹及び空士実務訓練実施要領 

第１ 防衛基礎訓練実施基準 

１ 主要訓練項目 

（１）防衛教養 

（２）基本教練 

（３）基地防衛一般 

２ 到達基準及び主要項目 

（１）防衛教養 

隊員として必すの精神要素のかん養及び地位に応ずる指揮、服務に必要な基

礎的知識及び技能を具備させる。 

対 象 到 達 基 準 主 要 項 目 

共 通 

地位に応ずる使命感の確立及び徳

操のかん養（精神教育）に必要な

基礎的知識及び技能を具備してい

る。 

１ 自衛官の心構え 

２ 軍事情勢 

３ 自衛隊の任務及び機能 

４ その他隊員として必要な事項 

幹 部 

別に示す「幹部に期待される階層

別の資質及び能力」の基礎となる

知識及び技能を具備している。 

１ 軍事専門知識 

２ 国際及び国内諸情勢 

３ 組織管理及び基地要務 

４ その他幹部として必要な事項 

准 空 尉 

空 曹 長 

空曹（空曹長を除く。）、空士の指導、小隊長の代行ができる程度の

指揮、服務に関する知識及び技能を具備している。 

 

 



空 曹 

（空曹長を

除く。） 

空士を直接指導できる程度の指揮、服務に関する知識及び技能を具備

している。 

空 士 服務に関する知識及び技能を具備している。 

注：事務官等については、それぞれの職務上の地位に応じて自衛官に準じて実施する。 

（２）基本教練 

主として、１等空尉以下の自衛官を対象とし、基本教練の諸動作を練成する

とともに、指揮の基本を体得させ、併せて規律心及び団結心を育成する。 

対 象 到 達 基 準 

幹 部 小隊程度の指揮及び訓練指揮が確実にできる。 

准 空 尉 

空 曹 長 

１小隊程度の指揮ができる。 

２分隊程度の訓練指揮が確実にできる。 

空 曹 

（空曹長を

除く。) 

１分隊程度の指揮が確実に実施できる。 

２各個教練の模範を示し、その指導ができる。 

空 士 部隊の一員としての諸動作が確実にできる。 

（３）基地防衛一般 

自衛官に対し、基地防衛に関する一般的な知識を具備させるとともに、基地

警備の実施に関する基礎能力を練成する。 

対 象 到 達 基 準 主 要 項 目 

幹 部 

地位に応じて必要な基地防衛に関する

基礎的知識を具備している。 

特に、初級幹部については、基地警備

の小隊長ができる程度の知識及び技能

を具備している。 

１ 基地防衛関係法規、運

用原則 

２ 警備用火器等の取扱法 

３ けん銃及び小銃の射撃 

４ 基地警備に関する基礎

動作 

准 空 尉 

空 曹 長 

１ 基地防衛関係法規を概ね理解して

いる。 

２ 基地警備の小隊長代行ができる程

度の知識及び技能を具備している。 

空 曹 

（空曹長を

除く。) 

基地警備の分隊長ができる程度の知識

及び技能を具備している。 

空 士 
基地警備の一員として基礎的動作がで

きる。 

注：射撃に関する実施基準は別に示す。 



３ 評価 

（１）第１５条によるほか、各級指揮官及び職務上の上級者は、隊員の職務遂行状

況、服務態度等について、隊務全般を通じ部隊隊員の練度を把握する。 

（２）射撃に関する評価については、別に示す。 

第２ 体育訓練実施基準 

１ 訓練種目 

体育訓練の種目等に関する訓令（昭和３３年防衛庁訓令第８２号）に規定する

ところによる。 

２ 到達基準 

自衛官として必要な体力、気力及び団結心を練成する。 

対 象 到 達 基 準 

幹 部 

准 空 尉 

１ 体育訓練の監督指導ができる。 

２ 初級幹部にあっては、格技又は球技の１種目について教官として

実技指導ができる。 

空 曹 
１ 体育訓練の監督指導の補佐ができる。 

２ 格技又は球技の１種目について、助教として実技指導ができる。 

空 士 格技のうち１種目について、初段程度の実技能力を保持している。 

注：訓練実施時間は、週平均２時間を基準とする。 

３ 評価 

（１）第１５条に示すところによるほか、体力測定により評価する。 

（２）体力測定の実施要領については、別に示す。 

第３ 特技訓練実施基準 

１ 幹部の特技訓練 

幹部に対する特技訓練は、当該配置特技職に応じて必要な資質を養うととも

に、特技制度に関する達（昭和３８年航空自衛隊達第６２号。以下「特技制度に

関する達」という。）別冊第１幹部特技職明細集に定める職務内容についての知

識及び技能を向上させる。 

２ 准空尉、空曹及び空士の特技訓練 

（１）第４条に規定する特技訓練のうち、空曹及び空士に対し、それぞれの配置に

おける勤務の間に当該特技職に必要な技術を修得させるために計画的に実施す

る訓練（以下「実務訓練」という。）の実施要領は、付録空曹及び空士実務訓

練実施要領のとおりとする。 

（２）准空尉並びに実務訓練を終了した空曹及び空士に対しては、部隊等の運用及

び被訓練者の経歴管理上必要な技術の訓練を実施して、その知識及び技能を向

上させるとともに、必要な資質を養う。 

３ 事務官等の特技訓練 

事務官等に対する特技訓練は、当該配置特技職に必要な事項について、自衛官

に準じて実施するものとする。 



平成４年航空自衛隊達第１１号別冊第１付録 

空曹及び空士実務訓練実施要領 

目次 

１ 実務訓練の区分 

２ 実務訓練の主眼 

３ 組織及び職責 

４ 実施 

５ 記録等 

空曹及び空士実務訓練実施要領 

１ 実務訓練の区分 

（１）正規実務訓練 

ア 初級実務訓練（「３レベルＯＪＴ」と略称することができる。） 

イ 中級実務訓練（「５レベルＯＪＴ」と略称することができる。） 

ウ 上級実務訓練（「７レベルＯＪＴ」と略称することができる。） 

（２）特別実務訓練 

２ 実務訓練の主眼 

（１）初級実務訓練においては、特技制度に関する達第１６条の規定に基づき、指

定特技に指定された者及び従特技を付与する必要がある者に対し、当該特技系

の初級専門員として必要な知識及び技能を修得させる。 

（２）中級実務訓練においては、初級専門員の特技を保有する者に対し、当該特技

系の専門員として必要な知識及び技能を修得させる。 

（３）上級実務訓練においては、専門員又は初級技術員の特技を保有する者に対

し、当該特技系の技術員として必要な知識及び技能を修得させる。 

（４）特別実務訓練においては、保有する特技の職務遂行能力を拡大するために、

当該特技を保有する者に対し必要な知識及び技能を修得させ、又はその練度を

向上させる。 

３ 組織及び職責 

（１）実務訓練実施単位 

 実 務 訓 練 実 施 単 位 

航 空 総 隊 

航空総隊司令部 

航空方面隊司令部 

航空方面隊司令官直轄部隊 

その他の航空総隊司令官直轄部隊 

航 空 支 援 集 団 
航空支援集団司令部 

航空支援集団司令官直轄部隊 

航 空 教 育 集 団 
航空教育集団司令部 

航空教育集団司令官直轄部隊及び指揮監督下の学校 

航空開発実験集団 航空開発実験集団司令部航空開発実験集団司令官直轄部隊 



（２）実務訓練実施単位の長の職責 

実務訓練実施単位の長は、当該部隊等における実務訓練（他部隊等から委託さ

れた実務訓練を含む。）に関し、年度の実施計画を定め、その実施を監督する。 

（３）実務訓練主任 

実務訓練実施単位の長は、実務訓練主任を指名し、主として次の業務を行わせ

る。 

ア 実務訓練計画の作成並びにその実施の統制及び指導に関すること。 

イ 実務訓練基準細目その他実務訓練参考資料等の整備に関すること。 

（４）編制単位部隊等の長の職責 

編制単位部隊等の長は、当該編制単位部隊等における実務訓練に関し実施計画

を定め、その実施に任ずるとともに次の業務を行う。 

ア 指導員の選定及びその教育訓練の実施に関すること。 

イ 実務訓練の評価及びその方法の改善に関すること。 

（５）指導員 

指導員には、幹部及び専門員以上の特技を付与された准空尉、空曹及び空士並

びにこれと同等の資格能力を有する事務官等のうちから適任と認める者を充て、

主として次の業務を行わせる。 

ア 被訓練者に対する実務訓練及び評価の実施 

イ 実務訓練記録表の記入整理及び保管 

４ 実施 

（１）実務訓練基準等 

ア 空曹及び空士の実務訓練基準は、特技制度に関する達第６条に定める空曹空

士特技明細集に基づき、当該特技職の実務訓練に必要な訓練項目及び訓練基準

とし、別に定める。 

イ 実務訓練基準細目は、空曹及び空士の実務訓練基準に基づき、実務訓練につ

いて、それぞれの部隊等の実状を考慮し、実務訓練実施単位の長が定める。こ

の場合の制定様式は別紙様式第１による。 

ウ 実務訓練指導書 

（ア）実務訓練指導書は、空曹及び空士の実務訓練基準に基づき、当該特技職の

正規実務訓練のため必要な指導的事項を示すものとする。 

（イ）実務訓練指導書の作成責任者は、航空教育集団司令官とし、その作成要領

は別に示す。 

（２）実務訓練の実施 

ア 正規実務訓練は、次に掲げる場合、実務訓練基準細目を基準に、かつ、実務

補 給 本 部 等 

補給本部 

補給処 

支処 

そ の 他 
航空幕僚監部 

その他の防衛大臣直轄部隊等 



訓練指導書に準拠して実施する。 

（ア）編制部隊等の編制に定められた特技職に対し、その特技を有しない者を配

置した場合 

（イ）新たに編成する部隊等の要員を養成する場合 

（ウ）代行者を養成する必要がある場合 

（エ）その他、実務訓練実施単位の長が特に必要と認める場合 

イ 特別実務訓練は、配置替え、装備の変更、運用上の要求等により訓練の必要

が生じた場合、実務訓練実施単位の長の定めるところにより実施する。 

（３）実務訓練の開始 

実務訓練実施単位の長は、実務訓練を必要とする者が生じた場合は、速やかに

実務訓練を開始する。 

（４）訓練期間 

ア 正規実務訓練の期間の基準は、次表のとおりとする。ただし、実務訓練実施

単位の長は、特技の特性及び被訓練者の課程等の履修の有無、能力、経験等に

より変更することができる。 

正 規 実 務 訓 練 の 区 分 期 間 の 基 準 

初 級 実 務 訓 練  ６   か  月 

中 級 実 務 訓 練 １０  か  月 

上 級 実 務 訓 練 １６  か  月 

イ 特別実務訓練の期間は、実務訓練実施単位の長の定めるところによる。 

ウ 新装備器材等に関連する実務訓練の期間について、特に必要がある場合は、

別に示す。 

（５）評価 

ア 編制単位部隊等の長は、評価の適正を期するため次の試験を実施する。 

（ア）段階試験 

（イ）総合試験 

イ 実務訓練実施単位の長は、段階試験及び総合試験について必要な基準を定め

るものとする。 

（６）実務訓練の終了 

実務訓練実施単位の長は、被訓練者が所定の目標に到達したことを確認した場

合は、当該被訓練者について実務訓練を終了させる。 

（７）実務訓練の継続 

被訓練者が異動した場合には、異動先の実務訓練実施単位の長は、やむをえな

い理由のある者を除き、速やかに実務訓練を継続するものとする。 

（８）実務訓練の停止 

実務訓練実施単位の長は、被訓練者のうち、能力の不足、身体の故障等により

実務訓練を継続することが適当でないと認められる者に対しては、実務訓練を停



止することができる。 

（９）実務訓練の委託 

実務訓練実施単位の長は、指導員及び教材の不足等により自隊で実施できない

訓練項目については、その実施を他の実務訓練実施単位の長に委託することがで

きる。 

５ 記録等 

（１）実務訓練記録表の区分 

実務訓練記録表の種類、内容及び様式は、次表のとおりとする。 

種 類 内 容 様 式 備 考 

実務訓練記録

総括表 

空曹及び空士の全期間を

通じての実務訓練に関す

る人事記録及び実務訓練

経歴を記入する。 

別紙様式第２  

正規実務訓練

記録表 

正規実務訓練の管理、評

価及び訓練項目の実施状

況について記入する。 

別紙様式第３ 

別紙様式第４ 

正規実務訓練の区分

ごとに作成する。 

特別実務訓練

記録表 

特別実務訓練の管理、評

価及び訓練項目の実施状

況について記入する。 

別紙様式第５ 

別紙様式第６ 

特別実務訓練ごとに

作成する。 

（２）実務訓練記録表の作成保管 

ア 指導員は、実務訓練の実施の間、被訓練者各人ごとの実務訓練記録表に所要

の記入を行うとともに、これを保管する。 

イ 人事記録に関する達（昭和３８年航空自衛隊達第２２号）に規定する勤務記

録表抄本の保管者（以下「勤務記録表抄本の保管者」という。）は、空曹及び

空士の在職の間、当該者の実務訓練記録表を保管する。ただし、当該者が実務

訓練を実施中の場合を除く。 

ウ 勤務記録表抄本の保管者は、空曹及び空士が勤務記録表抄本の保管者を異に

して異動した場合には、異動先の部隊等に対して、当該者の実務訓練記録表を

速やかに送付する。 

エ 勤務記録表抄本の保管者は、空曹及び空士が離職（死亡を含む。）した場合

又は幹部に昇任した場合には、当該者の実務訓練記録表を廃棄する。 

（３）入校時の処置 

ア 実務訓練実施単位の長は、空曹及び空士が上級特技員の課程に入校する場合

には、当該者の正規実務訓練記録表を作成の上、入校先の術科学校長に送付す

る。 

イ 術科学校長は、空曹及び空士がアの課程を修了した場合には、正規実務訓練

記録表に所要の事項を記入し、当該空曹及び空士の所属する実務訓練実施単位

の長に返送する。 

 



別紙様式第１ 

実務訓練基準細目 

特技職名（特技職番号） 制定年月日 

項目

番号 
訓練項目

 訓練目標 
実施要領

 時間等 訓練 

形式 
教材

 

３ ５ ７ ３ ５ ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       

 

注：１ 記入要領 

  （１）特技職名（特技職番号） 例 補給専門員（６４１５０） 

  （２）項目番号及び訓練項目  実務訓練基準に基づいて具体的に記入する。た

だし、部隊等の特性を考慮して項目の追加及び

削除を行うことができる。 

  （３）訓練目標        実務訓練基準に基づいて記入する。 

(例 ２ｂ ３ｃ) 

  （４）実施要領        項目ごとに、訓練目標に応じた訓練の範囲、深

さ、方法等を具体的に記入する。 

  （５）時間等         時間又は回数を記入する。 

  （６）訓練形式        座学、実習等の訓練の形式、手段等を記入する。 

  （７）教材          根拠規則、ＴＯ、使用器材名等を記入する。 

  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第２   実務訓練記録総括表 

人  事  記  録 

階級 認識番号 氏名 

 

現  任  教  養 特  技  付  与 

課程、準課程講習名
 
期 間

 
教育部隊等

 付与特技職

番号 

付 与 年 月 日 

(特技付与等通知書) 

     

     
 

 

              

備考 

 

 

 

注：１ 記入要領 

  （１）人事記録 

階級          記入は、鉛筆による。 

  （２）現任教養  

期間          入校等の開始、修了年月日を記入する。 

  （３）実務訓練記録 

    ア 所属         実務訓練実施単位の名称を記入する。 

    イ 配置（特技職番号）  小隊、班等名及び配置特技職番号を記入する。 

    ウ 実務訓練の区分    正規又は特別実務訓練の別及び訓練特技職レベ

ルを記入する。 

  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

 

 

          

実  務  訓  練  記  録 

所 属 
配 置 

(特技職番号) 

実務訓練

の区分 

開始時

の階級 

開始時の主

(指定)特技 

開始、継続

年 月 日 

終了、停止

年 月 日 

       

       



別紙様式第３ 

（表） 

正 規 実 務 訓 練 記 録 表 

訓練特技職名（特技職番号） 

開 始 及 び 終 了 記 録 

開始又は継続年月日 終了又は停止年月日 

所属 所属 

根拠命令 根拠命令 

被訓練者の階級及び氏名 被訓練者の階級及び氏名 

小隊又は班等の長の階級及び氏名 小隊又は班等の長の階級及び氏名 

編制単位部隊等の長の階級及び氏名 編制単位部隊等の長の階級及び氏名 

委 託 訓 練 記 録 指 導 員 記 録 

委託先部隊等 開始年月日 終了年月日 年月日 階 級 氏   名 

      

      

      
 

      
      

      

 

 

 

 



（裏） 

評  価  記  録 

試 験 区 分 判  定 実施年月日 試 験 官 等 備  考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

          

     

     

     

注：１ 記入要領 

  （１）訓練特技職名（特技職番号）   例 補給専門員（６４１５０） 

  （２）開始、終了年月日及び根拠命令  根拠となる個別命令の発令年月日等を

記入する。 

  （３）所属              実務訓練実施単位の名称を記入する。 

  （４）委託訓練記録          委託実務訓練の実施について記録する。 

  （５）指導員記録           担当指導員について記録する。 

  （６）評価記録 

    ア 試験区分           段階試験、総合試験及びその他の試験

の区分を記入する。 

    イ 判定             合格、不合格を記入する。 

    ウ 試験官等           合否判定実施者の確認を受ける。 

    エ 備考             筆記、実技等の別及び得点を記入する。 

 ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

 

 

 



別紙様式第４    

（表） 

訓 練 記 録 （Ａ） 

訓 練 項 目 

上級課程 
訓練

 

目標
 細 目 等 

開 始 

年月日
 

終 了 

年月日
 教育

目標 
教官 

       

       
 

              

 

 

（裏） 

訓 練 記 録 （Ａ） 

訓 練 項 目 

上級課程 
訓練

 

目標
 細 目 等 

開 始 

年月日
 終 了 

年月日
 教育

目標 
教官 

       

       
 

              

注：１ 記入要領 

  （１）訓練項目 

  （２）上級課程 

    ア 教育目標         上級特技員の課程における、当該項目の教

育目標を記入する。 

    イ 教官           当該項目の教育終了後、教官の確認を受け

る。 

  （３）訓練目標          実務訓練基準細目に基づいて記入する。 

  （４）細目等           追加、削除、委託等の別及び訓練項目の細

目を記入する。 

  （５）開始年月日及び終了年月日  当該項目の訓練の開始年月日及び終了年月

日を記入し、訓練を要しない項目について

は、開始年月日の欄及び終了年月日の欄に

ダッシュ（－）を記入する。 

２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 



別紙様式第５ 

（表） 

特 別 実 務 訓 練 記 録 表 

訓練特技職名(特技職番号)
 

訓練実施の理由及び範囲
 

開 始 及 び 終 了 記 録 

開始又は継続年月日 終了又は停止年月日 

所属 所属 

根拠命令 根拠命令 

被訓練者の階級及び氏名 被訓練者の階級及び氏名 

小隊又は班等の長の階級及び氏名    

     

小隊又は班等の長の階級及び氏名   

      

編制単位部隊等の長の階級及び氏名     

        

編制単位部隊等の長の階級及び氏名     

          

委 託 訓 練 記 録 指 導 員 記 録 

委託先部隊等 開始年月日 終了年月日 年月日 階 級 氏   名 

      

      

      
 

      
      

      

 

 

 

 



（裏） 

評  価  記  録 

試 験 区 分 判  定 実施年月日 試 験 官 等 備   考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

          

     

     

     

注：１ 記入要領 

    別紙様式第３に準じて記入する。 

 ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙様式第６ 

（表） 

訓 練 記 録 （Ｂ） 

訓 練 項 目 訓練目標 細  目  等 開始年月日 終了年月日 

     

     

     

     
 

          

 

（裏） 

訓 練 項 目 訓練目標 細  目  等 開始年月日 終了年月日 

     

     

     
     

          

注：１ 記入要領 

    別紙様式第４に準じて記入する。 

  ２ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とし、縦長に使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成４年航空自衛隊達第１１号別冊第４（第１７条関係） 

操縦者等の技能検定実施基準 

目次 

１ 技能検定幹部の指定 

２ 検定幹部の資格 

３ 検定幹部の業務 

４ 検定の区分 

５ 検定の実施 

６ 記録 

７ 委任規定 

１ 技能検定幹部の指定 

総隊司令官等又はそれらの定める者（以下「検定実施部隊の長」という。）は、

検定を実施するため必要な技能検定幹部（以下「検定幹部」という。）を指定す

る。 

２ 検定幹部の資格 

（１）操縦者に対する検定幹部の資格は、検定操縦士等の資格に関する達（昭和３９

年航空自衛隊達第１１号）に定めるところに準ずるほか、検定実施部隊の長が定

める。 

（２）操縦者以外の操縦者等に対する検定幹部の資格は、検定実施部隊の長が定める。 

３ 検定幹部の業務 

（１）操縦者等の技能検定に関すること。 

（２）その他検定実施部隊の長が定める事項に関すること。 

４ 検定の区分 

操縦者等の技能検定を次の各号のとおり区分する。 

（１）行動可能態勢検定（以下「ＯＲ検定」という。） 

（２）ＯＲ指定の期間内にあってＯＲの更新を必要とする操縦者等に対する検定（以

下「更新検定」という。） 

（３）その他検定実施部隊の長が必要と認めて実施する検定 

５ 検定の実施 

（１）検定の区分に応ずる被検定操縦者等及び検定の方法並びに合格基準は、次の表

に定めるとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



検定区分 被検定操縦者等 検 定 の 方 法 合格基準 

ＯＲ検定 
ＯＲ指定のための基準 

を満足する操縦者等 

実技による検定（以下「実 

技検定」という。）ただし、検

定実施部隊の長は、必要と認め

られるときは学科試験を加える

ことができる。 

検定実施部

隊の長が定

める。 

更新検定 

ＯＲ指定の有効期間内 

にあってＯＲの更新を 

必要とする操縦者等 

その他の

検定 

検定実施部隊の長が定める。 

（２）実技検定の実施要領は、次のとおりとする。 

ア 操縦者 

（ア）操縦者に対する実技検定は、検定幹部が同乗又は同編隊で飛行して実施す

る。 

（イ）操縦者の資格審査に関する達（昭和３１年航空自衛隊達第３４号）に定め

る資格審査は、ＯＲ検定又は更新検定と同時に実施することができる。 

（ウ）操縦者以外の操縦者等に対する実技検定の実施要領は、検定実施部隊の長

が定める。 

６ 記録 

検定実施部隊の長は、実技及び学科試験成績表を訓練記録とともに保管する。 

７ 委任規定 

この基準に定めるもののほか、これらの実施に関し、必要な事項は、検定実施部

隊の長が定める。 


